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割賦販売法（昭和三十六年七月一日法律第百五十九号）（抄） 
 
  第三章 信用購入あつせん 
   第二節 個別信用購入あつせん 
 
    第一款 業務 
 
（個別信用購入あつせんの取引条件の表示） 
第三十五条の三の二  個別信用購入あつせんを業とする者（以下「個別信用購入あつ

せん業者」という。）と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者（以下

「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。）又は役務提供事業者（以下「個別

信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。）は、個別信用購入あつせんに係る

販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務

を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定める

ところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなけれ

ばならない。 
一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格 
二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額（個別信用購入あつせんに係る販

売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供

する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節に

おいて同じ。） 
三  個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又

は一部（当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数

料を含む。）の支払の期間及び回数 
四  経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの

手数料の料率 
五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項 

２  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業

者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利

を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をする

ときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項

を表示しなければならない。 
 
（個別支払可能見込額の調査） 
第三十五条の三の三  個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購

入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役



参考資料２ 

務の対価に相当する額の受領に係る契約（以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」

という。）を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・

内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払

の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払

可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるもの

を調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保

護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、こ

の限りでない。 
２  この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する

住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供すること

なく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提

供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しよう

とする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額

の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。 
３  個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定

信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 
４  個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場

合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調

査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 
 
（個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁

止） 
第三十五条の三の四  個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領

契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得ら

れた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購

入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の

提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令

で定める場合は、この限りでない。 
 
（個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査） 
第三十五条の三の五  個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する

契約（第三十五条の三の七において「特定契約」という。）であつて、個別信用購入

あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約（以下「個別

信用購入あつせん関係販売契約」という。）又は個別信用購入あつせんに係る提供の

方法により役務を提供する契約（以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」と
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いう。）に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとす

る場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところに

より、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産

業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。 
一  特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売（以下「訪問販売」

という。）に係る契約 
二  特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧

誘販売」という。）に係る契約 
三  連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの（以下「特定連鎖販

売個人契約」という。） 
四  特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提

供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約（以下「特定継続的役務提供等

契約」という。） 
五  業務提供誘引販売個人契約 

２  個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、

前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 
 
（調査の協力） 
第三十五条の三の六  個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん

関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければな

らない。 
 
（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止） 
第三十五条の三の七  個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規

定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販

売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購

入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は

締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、

当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申

込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約

若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん

関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別

信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の

締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の



参考資料２ 

利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りで

ない。 
一  特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで、第二十一条各項、第三

十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項又は第五十二条第一項若しくは第二

項の規定に違反する行為 
二  消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第四条第一項から第三項までに規

定する行為（同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当す

るものを除く。） 
 
（個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付） 
第三十五条の三の八  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん

関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経 
済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書

面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 
一  商品若しくは権利又は役務の種類 
二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 
三  個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対

価の全部又は一部（当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつ

せんの手数料を含む。以下同じ。）の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期（当該契約が特定

継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受ける

ことができる役務の提供期間） 
五  当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託

販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項 
六  当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役

務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名 
七  当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しく

は提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基

本的な事項 
八  当該契約の解除に関する事項（購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条

の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条

第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事

項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定

する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除さ

れたものとみなされることに関する事項を含む。） 
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九  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項 
 
（個別信用購入あつせん業者による書面の交付） 
第三十五条の三の九  個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせ

ん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あ

つせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で

定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込み

をした者に交付しなければならない。 
一  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等（以下「営

業所等」という。）以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん

関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約 
二  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行

させた者その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定

める方法により誘引した者（以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。）

からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約 
三  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定

める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係

販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘によ

り、その相手方（以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。）から

その申込みを同条第二項に規定する郵便等（以下「郵便等」という。）により受け

た当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役

務提供契約 
四  特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人

契約（以下「特定連鎖販売個人契約等」という。）であつて個別信用購入あつせん

関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの 
２  前項の書面には、次の事項を記載するものとする。 
一  前条第一号から第七号までの事項 
二  当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項（購入者又は役務の

提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした

者である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第

九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける

者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合に
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は同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十

四項までの規定に関する事項を含む。） 
三  第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項 
四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項 

３  個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又

は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契

約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当

該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者

に交付しなければならない。 
一  個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提

供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売

契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約（営業所等において個別信用

購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん

関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。）又は個別信用

購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が

営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信

用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 
二  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用

購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約 
三  個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提

供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務

提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん

関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便

等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約 
四  特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの 
４  前項の書面には、次の事項を記載するものとする。 
一  前条第一号から第七号までの事項 
二  当該契約の解除に関する事項（購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項

第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項

まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する

事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第

三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条
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第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定

に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。） 
三  第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項 
四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項 

 
（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等） 
第三十五条の三の十  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者（以下こ

の条において「申込者等」という。）は、書面により、申込みの撤回等（次の各号の

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契

約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信

用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係

る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。）を

行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日（その日前に同条第一項

の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日）から起算して八日を経過

したとき（申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あ

つせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつ

せん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回

等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をした

ことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせ

ん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信

用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若し

くは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該

期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当

該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務

提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めると

ころにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領し

た日から起算して八日を経過したとき）は、この限りでない。 
一  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別

信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者 
二  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あ

つせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受け

た場合 当該申込みをした者 
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三  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関

係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等に

より受けた場合 当該申込みをした者 
四  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別

信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合（個別信用購入あつせん関係販

売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契

約の申込みを受けた場合を除く。） 当該契約の相手方 
五  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつ

せん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 

当該契約の相手方 
六  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係

販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結し

た場合 当該契約の相手方 
２  申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。 
３  申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申

込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 
４  個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個

別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に

その旨を通知しなければならない。 
５  申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項

本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契

約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつ

せん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等

が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。

ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限

りでない。 
６  前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入

あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売

契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされ

た場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又

は違約金の支払を請求することができない。 
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７  個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定

により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務

提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別

信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商

品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購

入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付を

したときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は

当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは

権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入

あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 
８  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業

者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用

購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係

販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみな

された場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又

は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購

入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の

全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。 
９  個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定

により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務

提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別

信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申

込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領している

ときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 
１０  第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回さ

れ、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合にお

いて、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が

既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん

関係販売業者の負担とする。 
１１  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号の個別信用購入あつせ

ん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回さ

れ、又は同項第四号若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に

当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若し

くは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信
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用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第

一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた

利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用

購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求するこ

とができない。 
１２  個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売

業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供

契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するもの

の申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若し

くは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除さ

れたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に

基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提

供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購

入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使に

より得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 
１３  個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信

用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関

係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつ

せん関係役務提供契約に関連して金銭（個別信用購入あつせん業者から交付されたも

のを除く。）を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなけ

ればならない。 
１４  個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売

の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を

販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解

除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契

約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約

に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更され

たときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつ

せん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求する

ことができる。 
１５  第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定

に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 
 
第三十五条の三の十一  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関
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係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込

みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契

約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方（以下この条において

「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売

個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ

せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の

申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係

販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個

別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。 
一  特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信

用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の

九第三項の書面を受領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつ

ては、当該書面を受領した日）から起算して二十日を経過したとき（その特定連鎖

販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場

合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき

購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡

しを受けた日から起算して二十日を経過したとき）。ただし、申込者等が、個別信

用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者

若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第三十三条

第二項に規定する統括者（以下「統括者」という。）、同法第三十三条の二に規定す

る勧誘者（以下「勧誘者」という。）若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者（以

下「一般連鎖販売業者」という。）がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係

る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせ

ん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（その

連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売

契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別

信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連

鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購

入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受

領契約の解除をいう。以下この号において同じ。）を妨げるため、申込みの撤回等

に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内

容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若し

くは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖
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販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約

若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用

購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威

迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回

等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売

業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信

用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が

経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる

旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。 
二  特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又

は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の

三の九第三項の書面を受領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合に

あつては、当該書面を受領した日）から起算して八日を経過したとき。ただし、申

込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせ

ん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約

であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん

関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に

ついて勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（特定継続的役務提供等契約で

あつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関

係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの

撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供

契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。）を妨げるた

め、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより

当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役

務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入

あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役

務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個

別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるた

め、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込み

の撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別

信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤

回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八

日を経過したとき。 
三  業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個
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別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の

三の九第三項の書面を受領した日（その日前に同条第一項の書面を受領した場合に

あつては、当該書面を受領した日）から起算して二十日を経過したとき。ただし、

申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契

約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関

係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結

について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等（その業務提供誘引販売個人

契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん

関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申

込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関

係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係

る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。）

を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をした

ことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつ

せん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個

別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつ

せん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

のに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等

を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するま

でに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入

あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又

は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより

申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から

起算して二十日を経過したとき。 
２  前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人

契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役

務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により

解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合にお

いて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提

供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用

購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品

若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あ

つせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに
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係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項

第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん

関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個

別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回

又は当該契約の解除を行うことができる。 
３  第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務

提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつ

せん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規

定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた

場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん

関係販売業者が関連商品（同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。）の販

売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつ

て個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約

に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入

あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約（以下「関連商品販売契約」と

いう。）であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用

購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲

げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約

に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、

当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等

が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において、

関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれ

がある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又は

その全部若しくは一部を消費したとき（当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業

者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん

業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた

場合を除く。）は、この限りでない。 
４  第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、

当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力

を生ずる。 
５  第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除

があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又

は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 
６  個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時

には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役

務提供事業者にその旨を通知しなければならない。 
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７  申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし

書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等（以

下この項において「申込みの撤回等」という。）を行つた場合には、当該申込みの撤

回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契

約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役

務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたも

のとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除

を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書

面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あ

つせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除

されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示し

ているときは、この限りでない。 
８  前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関

係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関

連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除

されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別

信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金

の支払を請求することができない。 
９  個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込み

の撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約

等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん

関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若し

くは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつ

せん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたと

きにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個

別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利

の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつ

せんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 
１０  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつ

せん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの

が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商

品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受け

たときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権
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利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。 
１１  個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込

みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契

約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関

係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせ

ん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者

等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているとき

は、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 
１２  第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせ

ん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせ

ん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特

定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの

又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの

に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に

要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。 
１３  個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売

業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権

利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該

特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当

するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しく

は役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契

約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対

価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請

求することができない。 
１４  個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継

続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

のが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて

個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭（個別信用購

入あつせん業者から交付されたものを除く。）を受領しているときは、申込者等に対

し、速やかに、これを返還しなければならない。 
１５  第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規

定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 
 
（通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせ

ん関係受領契約の申込みの撤回等） 
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第三十五条の三の十二  第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号又は第五

号に掲げる場合において、当該各号に定める者（以下この条において「申込者等」と

いう。）は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げ

る契約に該当するもの（以下この条において「特定契約」という。）に係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせ

ん関係受領契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行うこ

とができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつ

たときは、この限りでない。 
２  前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時か

ら一年以内に行使しなければならない。 
３  申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申

込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 
４  個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若し

くは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつ

せん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたと

きにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個

別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利

の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつ

せんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、

申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の

二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除さ

れた場合は、この限りでない。 
５  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業

者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商

品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受け

たときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権

利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第

九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が

解除された場合は、この限りでない。 
６  個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等

から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、

当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 
７  申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九

条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解
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除された場合においては、同法第九条第六項（同法第九条の二第三項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同法第九条第六項中「金銭」とあるのは、

「金銭（割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者

から交付されたものを除く。）」とする。 
８  第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利な

ものは、無効とする。 
 
（個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 
第三十五条の三の十三  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん

関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別

信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に

係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつ

せん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき

不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤

認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為を

したことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込

み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 
二  個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対

価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれら

の内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第

一号又は第二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者

又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
五  個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契

約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用

購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは

個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項（第三十五条の三の十

第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定

に関する事項を含む。） 
六  前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務

提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なもの 
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２  購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係

販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん

関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入

あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しそ

の他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、

当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業

者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは

指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求するこ

とができない。 
３  前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつ

せん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商

品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還し

なければならない。 
４  第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつ

せん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つてい

るときは、その返還を請求することができる。 
５  第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の

意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。 
６  第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又

はその承諾の意思表示に対する民法（明治二十九年法律第八十九号）第九十六条の規

定の適用を妨げるものと解してはならない。 
７  第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないと

きは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時か

ら五年を経過したときも、同様とする。 
 
第三十五条の三の十四  購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しく

は一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別

信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項に

つき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であると

の誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、

第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことに

より当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその

承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 
二  個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対
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価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を

受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとし

て特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める

事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重

要なもの 
四  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
五  個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契

約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用

購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは

個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項（第三十五条の三の十

一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの

規定に関する事項を含む。） 
六  特定利益に関する事項 
七  前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務

提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なもの 
２  前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売

契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購

入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該

特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購

入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特

定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者

が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利

の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別

信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当

するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせ

ん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商

品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締

結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約

であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提

供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うこと

ができる。 
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３  前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん

関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 
 
第三十五条の三の十五  役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん

関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供

等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん

関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結につ

いて勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことに

より当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲

げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認を

し、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを

取り消すことができる。 
一  役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額 
二  個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は

一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 
三  役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果（権利の場

合にあつては、当該権利に係る役務の効果）その他これらに類するものとして特定

商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項の

うち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも

の 
四  役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者

又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類

及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律

第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受

ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 
五  役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間 
六  個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提

供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用

購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若し

くは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項（第三十五条の三の十

一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの

規定に関する事項を含む。） 
七  前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該

個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係

販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なもの 
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２  前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係

役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信

用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合

において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係

販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若

しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせ

ん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項に

おいて準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特

定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別

信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受

領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん

関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関

連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る

個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。 
３  第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別

信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用す

る。 
 
第三十五条の三の十六  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん

関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個

人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結につ

いて勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことに

より当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲

げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しない

との誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき

は、これを取り消すことができる。 
一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 
二  個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対

価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 
三  商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を

受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとし

て特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める

事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重

要なもの 
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四  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項 
に規定する特定負担に関する事項 

五  個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契

約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用

購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは

個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項（第三十五条の三の十

一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの

規定に関する事項を含む。） 
六  その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規

定する業務提供利益に関する事項 
七  前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該

個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務

提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を

及ぼすこととなる重要なもの 
２  第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信

用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 
 
（契約の解除等の制限） 
第三十五条の三の十七  個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受

領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行され

ない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その

期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、

契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができな

い。 
２  前項の規定に反する特約は、無効とする。 
 
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限） 
第三十五条の三の十八  個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受

領契約が解除された場合（第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第

一項、第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により

解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにお

いても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損

害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける

者に対して請求することができない。 
２  個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の

支払分の支払の義務が履行されない場合（契約が解除された場合を除く。）には、損
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害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に

相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定

利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役

務の提供を受ける者に対して請求することができない。 
 
（個別信用購入あつせん業者に対する抗弁） 
第三十五条の三の十九  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん

関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の

八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせ

ん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている

事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することがで

きる。 
２  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なもの

は、無効とする。 
３  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を

受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した

書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。 
４  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支

払総額に係るものについては、適用しない。 
 
（業務の運営に関する措置） 
第三十五条の三の二十  個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受け

る者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その

個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に

関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場

合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経

験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適

切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ

迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。 
 
（改善命令） 
第三十五条の三の二十一  経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条

の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条

の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の

十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第

三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度
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において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務

の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
２  経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、

第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条

の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令を

しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 
３  内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、

第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条

の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を

受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第

一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。 
 
（情報通信の技術を利用する方法） 
第三十五条の三の二十二  個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入

あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八

又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政

令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合にお

いて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものと

みなす。 
２  前項前段に規定する方法（経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。）により

第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当

該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提

供を受ける者に到達したものとみなす。 
 
     第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等 
 
（個別信用購入あつせん業者の登録） 
第三十五条の三の二十三  個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購

入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人（以下「登録個別信用購入あつせん業者」

という。）でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十

第二項第四号の団体については、この限りでない。 
 
（登録の申請） 
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第三十五条の三の二十四  前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申

請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 
一  名称 
二  本店その他の営業所の名称及び所在地 
三  資産の合計額から負債の合計額を控除した額 
四  役員の氏名 

２  前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添

付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添

付を省略することができる。 
３  前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電

磁的記録（経済産業省令で定めるものに限る。）を添付することができる。 
 
（登録及びその通知） 
第三十五条の三の二十五  経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があ

つたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各

号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなけれ

ばならない。 
２  経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その

旨を申請者に通知しなければならない。 
 
（登録の拒否） 
第三十五条の三の二十六  経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書

を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添

付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が

欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 
一  法人でない者 
二  資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業

務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要か

つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人 
三  第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない法人 
四  この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 
五  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 
イ 破産者で復権を得ないもの 
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな
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くなつた日から五年を経過しない者 
ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）

に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑

に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

五年を経過しない者 
ニ 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項

の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以

内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた

日から五年を経過しないもの 
ホ 暴力団員等 

六  暴力団員等がその事業活動を支配する法人 
七  暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそ

れのある法人 
八  個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが

あると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの 
九  第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項

に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要

な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために

必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため

に必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない

法人 
２  第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定によ

る登録の申請があつた場合に準用する。 
 
（登録の更新） 
第三十五条の三の二十七  第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 
２  第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五

並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。 
３  第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この条において「登

録の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、

従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効

力を有する。 
４  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前

の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 
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５  第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手

数料を納めなければならない。 
 
（変更登録の申請） 
第三十五条の三の二十八  登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十

四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞

なく、その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなけ

ればならない。 
２  第十五条第三項、第三十五条の三の二十四第二項、第三十五条の三の二十五及び

第三十五条の三の二十六第一項の規定は、前項の規定による変更登録の申請に準用す

る。 
 
（登録簿の閲覧） 
第三十五条の三の二十九  経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般

の閲覧に供しなければならない。 
 
（名義貸しの禁止） 
第三十五条の三の三十  登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他

人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。 
 
（改善命令） 
第三十五条の三の三十一  経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十

五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その

必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつ

せんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 
 
（登録の取消し等） 
第三十五条の三の三十二  経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各

号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 
一  第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当するこ

ととなつたとき。 
二  不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録（第三十五条の三の二十七第

一項の登録の更新を含む。）を受けたとき。 
三  第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。 

２  経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当す



参考資料２ 

るときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせ

んに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一  第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。 
二  第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。 
三  第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をし

たとき。 
３  経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令（当該登録

個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、

第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十

五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第

四項において同じ。）に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとす

るときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 
４  内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反し

た場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要がある

と認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を

述べることができる。 
５  経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、

その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。 
 
（登録の消除） 
第三十五条の三の三十三  経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、

個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関す

る登録を消除しなければならない。 
一  第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。 
二  前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。 
三  第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出

があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。 
２  前条第三項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に

準用する。 
 
（販売業者等の契約の解除） 
第三十五条の三の三十四  登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二

第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しく

は第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者

と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来

に向かつてその契約を解除することができる。 
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２  前項の規定に反する特約は、無効とする。 
 
（準用規定） 
第三十五条の三の三十五  第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、

個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四

条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれ

を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したと

き」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、

同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務

の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号

若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第

一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」

と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の

三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前

払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用

購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約

及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。 
 

第四節 適用除外 
 
第三十五条の三の六十 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入

あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 
一  商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約（連鎖販売個人

契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。）であつて、当該契約の申

込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しく

は役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る

包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法によ

る販売又は提供 
二  本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせ

んに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
三  国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせん

に係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及

び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供（当該団

体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、こ

れらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販
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売又は提供の方法による販売又は提供を含む。） 
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 
ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体 
ハ 労働組合 

五  事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あ

つせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
六  不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせ

んに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
２  この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販

売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 
一  商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約（連鎖販売個人

契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。）であつて、当該契約の申

込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しく

は役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る

個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法によ

る販売又は提供 
二  本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせ

んに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
三  国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせん

に係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及

び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供（当該団

体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、こ

れらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販

売又は提供の方法による販売又は提供を含む。） 
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 
ロ 国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体 
ハ 労働組合 

五  事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あ

つせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
六  不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせ

んに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
３  第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の

三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購

入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提

供については、適用しない。 
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一  特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号 から第八号 までの販売又は

役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつ

せん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
二  特定商取引に関する法律第二十六条第五項 各号の訪問販売及び同条第六項 各
号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る

販売又は提供の方法による販売又は提供 
４  第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつ

せんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 
一  特定商取引に関する法律第二十六条第二項 に規定する役務の提供であつて訪

問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項 に規定する主務省令で定める場合

に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信

用購入あつせんに係る提供の方法による提供 
二  特定商取引に関する法律第二十六条第三項 各号に規定する販売又は役務の提

供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び

個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 
三  訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関す

る法律第二十六条第四項第一号 又は第二号 の場合に該当する場合における当該

販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係

る販売又は提供の方法による販売又は提供 


